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市
税
は
貴
重
な
自
主
財
源

　

市
の
事
業
に
必
要
な
経
費
は
❶

直
接
、
市
に
納
付
す
る
市
税
❷
一
度
、

国
や
県
に
納
付
し
た
税
金
❸
地
方

交
付
税
や
国
・
県
支
出
金
❹
長
期

に
わ
た
っ
て
借
り
る
市
債
―
な
ど
で

賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
市

税
は
一
般
会
計
歳
入
の
約
２
割
。
市

の
最
も
大
切
な
自
主
財
源
で
す
。

市
税
を
滞
納
す
る
と

　

市
税
を
滞
納
し
た
場
合
、
原
則
、

一
括
で
納
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
特
別
な
事
情
が
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
分
割
し

特
殊
詐
欺
の
被
害
が
発
生

　

市
内
で
は
、５
月
か
ら
６
月
に
か

け
て
特
殊
詐
欺（
＊
）が
疑
わ
れ
る
不

審
電
話
が
多
発
し
、被
害
も
発
生
し

て
い
ま
す
。詐
欺
の
手
口
は
、巧
妙
化
・

複
雑
化
し
て
い
ま
す
。少
し
で
も
お

か
し
い
と
思
っ
た
ら
、家
族
や
警
察
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

市
内
で
起
こ
っ
た
事
例

❶
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
サ
イ
ト
を
閲
覧

中
、ア
ダ
ル
ト
サ
イ
ト
に
切
り
替
わ

り「
会
員
登
録
さ
れ
た
」と
表
示
さ
れ

た
。解
除
の
た
め
、画
面
の
連
絡
先
に

保
険
証
を
更
新
し
ま
す

　

現
在
使
っ
て
い
る「
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
㊐
ま
で
で

す
。８
月
１
日
㊊
か
ら
使
用
で

き
る
保
険
証
を
、７
月
中
旬
に

郵
送
し
ま
す
。

保
険
料
額
が
決
定
し
ま
し
た

　

28
年
度
の
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
額
が
決
ま
り
ま
し
た
。７

月
中
旬
に
、加
入
者
へ「
保
険
料

市
地
域
福
祉
計
画
を
策
定

　

市
は
、み
ん
な
が
安
心
し
て
暮

ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た

め
に「
一
関
市
地
域
福
祉
計
画
」を

策
定
し
ま
し
た
。こ
の
計
画
を
推

進
す
る
た
め
、広
く
意
見
を
述
べ

て
も
ら
う
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

募
集
の
対
象
な
ど　

　

募
集
の
対
象
な
ど
に
つ
い
て

電
話
し
た
と
こ
ろ
、解
約
金
や
損
害

賠
償
を
請
求
さ
れ
、計
50
万
２
千
円

分
、コ
ン
ビ
ニ
で
購
入
し
た
電
子
マ

ネ
ー
の
ギ
フ
ト
券
番
号
を
伝
え
、だ

ま
し
取
ら
れ
た
。

❷
市
役
所
職
員
を
名
乗
る
男
か
ら

「
保
険
料
の
過
払
い
金
が
あ
る
。私
の

ほ
う
で
銀
行
担
当
者
に
手
続
き
す

る
」な
ど
と
電
話
が
あ
っ
た
。そ
の
後
、

銀
行
員
を
名
乗
る
男
か
ら「
ス
ー
パ
ー

に
あ
る
Ａ
Ｔ
Ｍ（
現
金
自
動
預
払
機
）

で
手
続
き
し
て
ほ
し
い
」と
電
話
が
あ

り
、指
示
さ
れ
る
ま
ま
に
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
操

作
し
て
約
２
０
０
万
円
を
振
り
込
ん

で
し
ま
っ
た
。

❸
孫
を
名
乗
る
男
か
ら
電
話
で「
１
５

０
０
万
円
の
小
切
手
を
盗
ま
れ
た
。自

分
が
５
０
０
万
円
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
貸
し
て
ほ
し
い
」と
言

わ
れ
、会
社
の
上
司
を
名
乗
る
者
に

５
０
０
万
円
を
渡
し
て
し
ま
っ
た
。

❹
市
役
所
職
員
を
名
乗
る
男
か
ら
電

話
で「
保
険
料
の
還
付
金
が
あ
る
の
で

す
ぐ
に
手
続
き
す
る
よ
う
に
」と
言
わ

れ
た
。携
帯
電
話
で
ス
ー
パ
ー
の
Ａ
Ｔ

Ｍ
に
誘
導
さ
れ
、相
手
に
言
わ
れ
た
通

り
に
約
２
０
０
万
円
を
振
り
込
ん
で
し

ま
っ
た
。

問
消
費
者
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
☎
１い

８や

８や

（
本
庁
生
活
環
境
課
内
ま
た
は
千

厩
支
所
内
の
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

）

額
決
定
通
知
書
」
を
郵
送
し
ま

す
。普
通
徴
収
の
人
に
は
納
入
通

知
書
も
併
せ
て
郵
送
し
ま
す
。納

期
限
ま
で
に
必
ず
納
め
ま
し
ょ

う
。

限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新

は
手
続
き
が
必
要
で
す

　

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
が
、

入
院
時
や
高
額
な
外
来
治
療
を

受
け
る
場
合
に「
限
度
額
適
用
認

定
証
」を
医
療
機
関
窓
口
に
提
示

は
、次
の
と
お
り
で
す
。

◇
対
象
…
①
市
内
に
住
ん
で
い

る
②
28
年
４
月
１
日
現
在
で
満

18
歳
以
上
③
市
が
設
置
す
る
他

の
審
議
会
な
ど
の
委
員
で
な
い

④
地
域
福
祉
に
関
心
が
あ
り
、

積
極
的
に
意
見
で
き
る
⑤
年
２

回
程
度
、
平
日
（
昼
間
）
開
催
予

定
の
会
議
に
出
席
で
き
る
―
を

い
ず
れ
も
満
た
す
人

す
る
と
、窓
口
負
担
が
一
定
額
で

抑
え
ら
れ
ま
す
。認
定
証
の
有
効

期
限
は
７
月
31
日
㊐
ま
で
で
す
。

８
月
以
降
も
必
要
な
人
は
、再
度

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者

証
を
更
新
し
ま
す

　

70
〜
74
歳
の
国
民
健
康
保
険

加
入
者
に
交
付
し
て
い
る「
国
民

健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
㊐
で
す
。８

月
１
日
㊊
か
ら
使
用
で
き
る
受

給
者
証
は
、７
月
下
旬
に
郵
送
し

ま
す
。

問
本
庁
国
保
年
金
課
☎
㉑
８
３

４
３
ま
た
は
各
支
所
市
民
課

◇
人
数
…
２
人

◇
申
し
込
み
…
７
月
12
日
㊋
ま

で
（
必
着
）

地
域
福
祉
に
関
す
る
提
言
の

提
出
が
必
要
で
す

　

所
定
の
応
募
用
紙
に
氏
名
、

生
年
月
日
、住
所
、経
歴
な
ど
の

必
要
事
項
お
よ
び「
地
域
福
祉

に
関
す
る
提
言
」（
４
０
０
字
程

度
）
を
記
入
し
、左
記
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

問
本
庁
長
寿
社
会
課
☎
内
線

８
３
５
７
ま
た
は
各
支
所
保
健

福
祉
課

て
納
付
で
き
ま
す
。
失
業
、
病
気
や

災
害
な
ど
で
納
付
が
困
難
な
人
は
、

早
め
に
本
庁
収
納
課
や
各
支
所
市

民
課
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　

納
税
者
が
税
金
を
滞
納
し
た
ま

ま
に
す
る
と【
図
１
】
の
よ
う
に
強

制
的
に
税
金
を
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
手
続
き
は
法
律
で
定
め

ら
れ
、
滞
納
者
の
意
思
に
関
わ
り
な

く
執
行
さ
れ
ま
す
。

県
地
方
税
特
別
滞
納
整
理
機
構

へ
の
移
管

　

滞
納
の
中
に
は
、
他
債
権
と
の
競

合
や
滞
納
金
額
が
高
額
に
な
る
な

ど
、
専
門
的
な
対
応
が
必
要
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。
市
は「
県
地
方

税
特
別
滞
納
整
理
機
構
」
に
加
入
。

先
進
事
例
や
実
務
知
識
を
共
有
し

な
が
ら
滞
納
整
理
を
行
い
、
収
納
体

制
を
強
化
し
て
い
ま
す
。

市
税
な
ど
の
納
付
の
方
法

　

納
付
は
❶
金
融
機
関
窓
口
❷
口

座
振
替
❸
コ
ン
ビ
ニ
納
付
―
の
方
法

が
あ
り
ま
す
。
納
付
書
を
紛
失
し
た

場
合
は
、
市
役
所
本
庁
や
各
支
所
で

再
発
行
で
き
ま
す
。

❶
金
融
機
関
で
の
納
付

　

一
部
の
納
付
書
は
、
27
年
度
か
ら

東
北
６
県
内
の
郵
便
局
窓
口
で
も
納

付
で
き
ま
す
。
取
扱
金
融
機
関
な
ど

に
つ
い
て
は
、
納
付
書
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

❷
口
座
振
替
制
度

　

市
内
の
金
融
機
関
や
郵
便
局
の

窓
口
で
受
け
付
け
ま
す
。
①
納
付
書

②
通
帳
③
届
け
出
印
―
が
あ
れ
ば

簡
単
に
手
続
き
で
き
ま
す
。
相
続
な

ど
で
納
税
義
務
者
を
変
更
し
た
場

合
は
、
新
た
に
口
座
振
替
手
続
き
が

必
要
で
す
。

❸
コ
ン
ビ
ニ
納
付

　

バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ
て
い

る
納
付
書
の
使
用
期
限
内
で
あ
れ

ば
、
全
国
の
主
な
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
納
付
で
き
ま
す
。
使
用

料
な
ど
の
中
に
は
、
納
付
で
き
な
い

も
の
が
あ
り
ま
す
。
注
意
し
て
く

だ
さ
い
。

納
税
貯
蓄
組
合
に
加
入
し
ま

し
ょ
う

　

納
税
貯
蓄
組
合
は
、
自
主
納
税
を

推
進
す
る
た
め
に
、
個
人
や
法
人
が

一
定
の
地
域
な
ど
を
単
位
に
任
意
で

組
織
し
て
い
る
団
体
で
す
。

　

加
入
を
希
望
す
る
人
は
、
居
住
す

る
地
域
の
同
組
合
長
に
加
入
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、

居
住
す
る
地
域
の
同
組
合
ま
た
は

本
庁
収
納
課
、
各
支
所
市
民
課
へ
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

税
だ
け
で
は
な
い「
滞
納
」

　

税
の
ほ
か
、
保
育
所
・
幼
稚
園
の

保
育
料
、
市
営
住
宅
の
家
賃
、
上
下

水
道
料
、学
校
の
給
食
費
、
そ
の
他
の

使
用
料
や
負
担
金
―
な
ど
も
、市
民

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
必
要
な
財
源
で

す
。
滞
納
す
る
と
サ
ー
ビ
ス
の
提
供

が
困
難
に
な
り
、
納
付
し
た
人
の
お

金
で
不
足
を
補
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

納
付
に
関
す
る
相
談
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
事
業（
サ
ー
ビ
ス
）
の
担
当
課
で

行
っ
て
い
ま
す
。
納
付
が
困
難
な
場

合
は
、早
め
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

還
付
金
詐
欺
に
注
意

　

市
職
員
が
、
還
付
金
受
け
取
り
の

た
め
に
現
金
自
動
預
払
機（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

の
操
作
を
行
う
よ
う
、
電
話
や
訪
問

を
す
る
こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
。
不
審
な
電
話
や
訪
問
が
あ
っ
た

ら
、
す
ぐ
に
家
族
や
警
察
に
相
談
し

ま
し
ょ
う
。

問
本
庁
収
納
課
☎
内
８
２
６
１

市
税
な
ど
は
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
財
源
で
す
。

滞
納
す
る
と
、
財
源
の
確
保
と
市
民
負
担
の
公
平
性
が
保
て
な
く
な
り
ま
す
。

市
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
が
連
携
し
、
滞
納
の
解
消
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

詐
欺
の
手
口
は
、
年
々
巧
妙
化
・
複
雑
化
し
て
い
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
と
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
各
種
証
を
更
新
し
ま
す
。

計
画
を
推
進
す
る
た
め
に
、
広
く
意
見
や
提
言
を
募
集
し
ま
す
。

●延滞金

納期限の翌日～納付の日の日数に

応じて、税額に以下の割合を乗じ

た金額です。
●延滞金の割合

①納期限の翌日～ 1カ月は、原則
として「年7.3%」。28年は年2.8%

　＊26年1月1日以後の期間は「年

7.3％」と「特例基準割合（注）＋1％」のい

ずれか低い割合

②①の期間以後、原則として「年
14.6％」。28年は年9.1%　＊26年

1月1日以後の期間は「年14.6％」と「特例

基準割合（注）＋7.3％」のいずれか低い

割合

（注）特例基準割合

各年の前年に租税特別措置法第
93条第2項の規定によって、財務
大臣が告示した割合に年1％を加
算した割合。28年は年1.8%

●延滞金の計算例

27年度固定資産税第4期分（納
期限28年2月29日）20万円を28

年5月7日に納めた場合
①納期限の翌日～１カ月経過する

日（3月31日）の期間…20万円×
2.8%×31日÷365=475円
②それ以後の期間…20万円×
9.1%×35日÷365=1,745円
【合計】①+②=475円+1,745円
≒2,200円　＊100円未満は切り捨て
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34

市
税
な
ど
は

期
限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う

５
〜
６
月
の
被
害

は
９
百
万
円
以
上 

市
内
で
特
殊
詐
欺

被
害
が
続
出
し
て
い
ま
す

保
険
証
の
更
新
な
ど
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す

市
地
域
福
祉
計
画
推
進
会
議

委
員
を
募
集
し
ま
す

督促

財産調査

差し押さえ

換価

【図1】滞納処分の概要

納期限までに完納しない場合、
督促状により督促を行います。

⬇

⬇

⬇

官公署、金融機関、保険会社、勤務先、
取引先など滞納者の財産を占有する
第三者に対して財産調査を行います。

財産調査で発見した
滞納者の財産を差し押さえます。

差し押さえた不動産は「公売」、
金銭債権は「取り立て」して、
差押財産を換価（＝換金）します。

事例 発生月日 種類 被害者 被害額

❶ 5 月 17 日
～ 18 日

架空請求
詐欺 30代・女性 50万2千円

❷ 5月17日 還付金
詐欺 70代・男性 約200万円

❸ 5月30日 オレオレ
詐欺 80代・女性 500万円

❹ 6 月2日 還付金
詐欺 60代・女性 約200万円

【図2】5～ 6月に市内で起こった主な詐欺被害

＊オレオレ詐欺、架空請求詐欺や還付金詐欺などの振り込め詐欺のほか、金融商品等取引などの詐欺の総称


